
高経年化技術評価について

資料２－４

令和５年３月９日
高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム



①評価対象の機器・構造物の抽出

③各部材の経年劣化事象の抽出

④高経年化対策上着目すべき事象

①安全上重要な機器（安全機能を有する設備、常設
重大事故等対処設備）を対象

③原子力学会標準（ＰＬＭ実施基準：劣化メカニズム
まとめ表）等を参照し経年劣化事象を抽出

⑤健全性評価 ⑥現状保全の評価

④日常的な施設管理において時間経過に伴う特性
変化に対応した管理が行われているものは「日常劣
化管理事象」として除外。ただし、６事象＊については
必ず抽出することを要求。

⑤健全性評価では、６０年までの期間について進展
を評価 （時間限定劣化解析の実施等）

⑦総合評価
（追加の保全策の抽出）

⑦抽出された追加保全策は、長期施設管理方針とし
て記載

②グルーピング・代表機器の選定
②構造、使用環境、材質等により、対象機器をグルー
プ化し、代表機器を選定

⑥現状保全の評価では、現在の保全の内容（点検の
手法、範囲等）を確認

高経年化技術評価における評価の流れ

ポンプ、熱交換器、ポンプ用電動機、容器、配管、弁、炉内構造物、ケーブル、

タービン設備、コンクリート構造物及び鉄骨構造物、計測制御設備、空調設備、
機械設備、電源設備に分類し評価

＊低サイクル疲労、中性子照射脆化、IASCC、熱時効、絶縁低下、コンクリート強度低下
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高経年化技術評価（劣化評価）の評価対象機器

高経年化技術評価（劣化評価）の対象機器は、発電用原子炉の安全機能（設計基準事
故の発生の防止又は影響の緩和の機能）を有する設備及び重大事故等に対処するた
めの設備の全ての機器及び構造物を対象として評価を実施している。

したがって、経年数にかかわらず安全上必要な全ての機器及び構造物を対象として高
経年化技術評価（劣化評価）を行うことになる。

高経年化対策実施ガイド（抜粋）高経年化対策審査ガイド（抜粋）
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評価対象機器のグルーピング・代表機器の選定

出典：美浜発電所の運転期間延長認可申請書（3号発電用原子炉施設の運転の期間延長）の補正申請（000163148.pdf (ndl.go.jp)）

設備の型式、内部流体、材料等の観点から評価対象となる設備をグルーピング（分
類）する。

グループ化された設備ごとに、温度・圧力の条件や設備の材料の観点等から評価が
厳しくなる設備等を代表として選定する。
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高経年化対策上着目すべき劣化事象の抽出

対象設備の部位ごとに分割し、使用材料や使用環境に応じて発生し得る経年劣化事象を網羅的に
整理し、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出する。

出典：美浜発電所の運転期間延長認可申請書（3号発電用原子炉施設の運転の期間延長）の補正申請（000163148.pdf (ndl.go.jp)）

材料が炭素鋼であり腐食が想定されるが塗装により腐食を防止しており、巡視点検等で目視により塗膜の状態を確認し、
はく離等が認められた場合は補修等を実施することにより機能を維持することが可能と評価（日常劣化管理事象）

・取付ボルトの
腐食

ケーシングボルトは締付管理により腐食の原因となる漏えい防止を図っており、分解点検時等で有意な腐食は認められて
おらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いと評価（日常劣化管理事象以外）

・ケーシングボ
ルトの腐食
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・ケーシングの
疲労割れ

ケーシングは、プラントの起動・停止時による熱過渡を繰り返し受けるため疲労が蓄積する（高経年化対策上着目すべき
経年劣化事象として抽出）。



経年劣化事象は、「停止中でも進展するもの」と「運転に伴い進展するもの」とに大別される。

「運転に伴い進展する劣化事象」については、停止中であれば放射線が照射されるような環境にな
らないこと、大きな温度・圧力の変化がないこと、蒸気が高速で流れるような環境にはならないこと
から、劣化の要因として考慮しなくても良いと考えられるが、「停止中でも進展する劣化事象」につい
ては、運転するか否かにかかわらず劣化が進展することから、運転停止中でも劣化の要因として考
慮する必要がある。

利用政策側の制度を前提とすれば、出力運転の期間は60年で変わらないことから、「運転に伴い進
展する劣化事象」については、これまでの評価と大きく変わることは想定し難い。他方で、「停止中で
も進展する劣化事象」は運転期間に応じて劣化が進展することとなる。

経年劣化事象の分類

停止中でも進展するもの

経年劣化事象

運転に伴い進展するもの

原子炉容器・配管等の低サイクル疲労

原子炉容器の中性子照射脆化

炉内構造物の照射誘起型応力腐食割
れ

２相ステンレス鋼の熱時効（配管等）

配管の腐食（流れ加速型腐食）

など

コンクリート構造物の中性化、
塩分浸透等による強度低下

ケーブルの絶縁低下

など
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耐震安全上・耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象を抽出
⇒経年劣化を考慮した耐震評価・耐津波評価を実施



運転経験等の考慮（１）

高経年化技術評価（劣化評価）に当たっては、大規模地震等による機器・構造物へ
の直接の影響の考慮などこれまでの運転経験等を適切に考慮することを求めている。

例えば東海第二では、東日本大震災の地震・津波の影響や原子炉格納容器内の温
度上昇について考慮している。

出典：東海第二発電所の発電用原子炉施設の運転の期間の延長の補正申請（000250027.pdf (ndl.go.jp)）

【東海第二発電所の例】高経年化対策審査ガイド（抜粋）
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運転経験等の考慮（２）
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高浜の例では、30年目の高経年化技術評価の結果、経年劣化に関する保全が有効
でなかったため生じたと考えられるトラブル事象を抽出し、その評価を実施。

出典：高浜発電所の運転期間延長認可申請書（1・2号発電用原子炉施設の運転
の期間延長）の補正申請（000148929.pdf (ndl.go.jp)）

【制御棒クラスタ案内管支持ピン（ナット、止めピン）摩耗】

制御棒クラスタ案内管支持ピンの外観検査を実施していたと
ころ全１０６本中１本の廻り止めピン及びナットに摩耗を確認。
１次冷却材の流体振動により摩耗 したと推定。廻り 止めピン
を要しない「カシメ型」の改良支持ピンに取り替えを実施。

支持ピン（止めピン）の摩耗を経年劣化事象として新たに抽出
する。 今後、定期的に目視点検を実施し、摩耗が認められた
場合は取替を行う。

【２次系配管肉厚測定結果】

２次系配管１２０９箇所について超音波検査（肉厚測定）等を
実施。計算必要厚さを下回っている箇所が３箇所（蒸気発生
器ブローダウンブロー水回収ポンプミニマムフロー管）確認。

エロ－ジョン・コロージョンによる減肉と推定。炭素鋼から耐食
性に優れたステンレス鋼の配管に取り替えを実施。
社内の管理指針を改正し対象範囲を追加されたため、 計算
必要厚さを下回っている箇所が発見されることとなったもの。
引き続き社内の管理指針に基づいた管理を実施。

【非常用ディーゼル発電機からの潤滑油漏えい】

分解点検後の試運転時に、クランク室安全弁から潤滑油が吹
き出したことを確認。燃料油供給ポンプの軸スリーブ内面に潤
滑油の残渣が堆積したことで潤滑油の流れが妨げられ、駆動
軸と軸スリーブの摺動部の接触抵抗が大きくなり、高温となっ
たことから、クランク室内の圧力が上昇したものと推定。

燃料油供給ポンプの軸スリーブの固着を経年劣化事象として
新たに抽出する。ポンプ本体の分解点検に合わせて、燃料油
供給ポンプ駆動装置の分解点検を行う。
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1次系の配管等は運転－停止に伴う加熱－冷却の熱サイクルにより繰り返し応力を受ける
容器と配管の接続部等、応力集中の大きい部位で、加熱－冷却の繰り返しによる疲労割れが発生する可能性がある

＜主な確認結果（美浜３号炉の例）＞
今後の熱サイクル回数の予測回数をこれまでの実績の1.5倍とした評価を行い、評価対象部位のすべてにおいて疲
れ累積係数が１を下回ったこと

熱サイクルによる疲労の発生
• 今後の熱サイクル回数（過渡回数）の予測は
実績の１．５倍以上となるよう設定

運転に伴う熱により
一次冷却系統が熱膨張

配管等の伸びにより
容器と配管の接続部
などに応力発生

＜主な要求事項＞
健全性評価の結果、評価対象部位の疲れ累積係数が１を下回ること
※疲れ累積係数：材料の疲労がどれほどたまっているのかを表す係数で、1を超えると疲労割れが起こる可能性がある

劣化状況評価 ①「低サイクル疲労」（１）

（美浜３号炉の例）



出典：第385回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成28年07月26日）資料３－１－１（000158654.pdf (ndl.go.jp)）

運転実績を踏まえて保守的（実績の1.5倍）に設定した過渡条件について、圧力、自重等の各荷
重を考慮して応力解析を実施。

過渡条件の組み合わせを考慮して疲れ累積係数を算出（設計・建設規格による解析）。一次冷
却材などの接液部は疲労寿命が減少する場合があることから、環境効果を考慮した疲れ累積
係数を算出（環境疲労評価手法）。いずれも疲れ累積係数が１を下回ることを確認。

疲れ累積係数の評価結果（美浜発電所３号炉の例）
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劣化状況評価 ①「低サイクル疲労」（２）
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劣化状況評価 ②「原子炉容器の中性子照射脆化」（１）

原子炉容器は、炉心から中性子を受けることにより照射脆化※が進むことが知られている。
このため、原子炉容器と同じ材料でできた監視試験片を、あらかじめ原子炉容器内に装着しておき、
この試験片を計画的に取出し、シャルピー衝撃試験等の機械試験を行うことによって、関連温度（脆
性遷移温度）の上昇量等を確認。
原子力発電所の運転に当たっては、原子炉容器が脆性破壊を生じないよう、関連温度等に基づき、
１次冷却材の温度と圧力を管理。
原子炉容器の健全性は、将来にわたって、万一の事故において冷却水が注入され原子炉容器表面
が急冷されても、問題ないことを確認。

※照射脆化：中性子は高いエネルギーを持っているため、原子炉容器を構成する鋼材に中性子が衝突すると、原子
の配列に乱れが生じ、この結果、鋼材の破壊に対する粘り強さ（破壊靱性）が低下するなど特性が変わる現象をいう。

シャルピー衝撃試験

監視試験片

出典：第１回高経年化技術評価に関する意見聴取会（原子力安全・保安院）（1-3-4.pdf (ndl.go.jp)）

出典：関西電力HP（https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/knic/meeting/genshiryoku/cyuuseisi4_1.html）
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＜主な要求事項（１）＞
加圧熱衝撃評価の結果、原子炉圧力容器の評価対象部位において破壊靱性値が応力拡大係数を上回ること

＜主な確認結果（美浜３号炉の例）＞

加熱衝撃試験の結果、原子炉容器の耐力の指標となる「破壊靱性値」は、設計基準事故及び重大事故等時に亀裂
を進展させようとする力「応力拡大係数」を上回り、原子炉容器が破壊を起こさないこと

加圧熱衝撃評価の評価例

運転開始後６０年時点での予測される破壊靭性値と
応力拡大係数をすべての温度域で確認

加圧熱衝撃事象の評価

加圧された運転状態における事故の際に、非常

用炉心冷却系の作動に伴う冷却水の炉内注入

により原子炉圧力容器が冷却され、原子炉圧力

容器内外間の温度差により高い引張応力が容

器内面に発生する現象

加圧熱衝撃の評価では原子炉容器の耐え得る

力（破壊靭性値※）が欠陥を想定した上で亀裂を

進展させようとする力（応力拡大係数）を上回る

ことを確認する

破壊靱性値

応力拡大係数

劣化状況評価 ②「原子炉容器の中性子照射脆化」（２）

出典：第385回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成28年07月26日）資料３－２－１（000158652.pdf (ndl.go.jp)）を一部修正

※監視試験片により得られた破壊靱性値を基に予測式（過
去の関連温度のデータ等を用いて策定されたもの）を用い
て評価年（この場合では40年・60年）に換算。

脆化に伴う温度上昇

（美浜３号炉の例）



上部棚吸収エネルギーの評価
原子炉運転状態の温度領域（上部棚）において、原子
炉容器母材の粘り強さ（吸収エネルギー）が68Jを上回
るかどうか確認する
68J未満の場合は、運転時の温度・圧力（供用状態）に
応じた亀裂進展評価を行う
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劣化状況評価 ②「原子炉容器の中性子照射脆化」（３）

＜主な要求事項（２）＞
原子炉圧力容器について供用状態に応じ以下を満たすこと。ただし、上部棚吸収エネルギーの評価の結果、68J以上で
ある場合は、この限りでない。
・延性亀裂進展性評価の結果、亀裂進展抵抗が亀裂進展力を上回ること。
・亀裂不安定性評価の結果、亀裂進展抵抗と亀裂進展力が等しい状態で亀裂進展抵抗の微小変化率が亀裂進展力
の微小変化率を上回ること。
・欠陥深さ評価の結果、評価対象部位において母材厚さの75％を超えないこと。
・塑性不安定破壊評価の結果、塑性不安定破壊を生じないこと。

＜主な確認結果＞
上部棚吸収エネルギー評価の結果、美浜３号炉は125Ｊであり、判断基準の68Jを上回ったこと

表：母材の1/4t深さにおける関連温度と

上部棚吸収エネルギーの予測値

対象炉

評価時期：運転開始後60年時点

関連温度
上部棚

吸収エネルギ－

美浜３号炉 ６４℃ １２５J

上部棚吸収エネルギー予測値の算出方法

出典：第385回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成28年07月26日）資料３－２－１（000158652.pdf (ndl.go.jp)）を一部修正

（美浜３号炉の例）

（美浜３号炉の例）



• 監視試験による関連温度等の評価

出典：第385回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成28年07月26日）資料３－２－１（000158652.pdf (ndl.go.jp)）を一部修正
関西電力HP（https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/knic/meeting/genshiryoku/cyuuseisi2_1.html）

中性子照射量（x1019n/cm2, E>1MeV）
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劣化状況評価 ②「原子炉容器の中性子照射脆化」（４）

71年目相当

監視試験片は原子炉圧力容器よりも炉心に近い位置に設置されていることから、監視試験片はより中性子照射を受
けている（美浜３号炉の第４回監視試験片（2011年取り出し）の中性子照射量は暦年に換算すると約７１年に相当）
関連温度の上昇が、日本電気協会規程（JAEC4201）の国内脆化予測式の予測の範囲内であることを確認。

監視試験片の配置（模式図）

関連温度の国内脆化予測式の予測と監視試験結果

監視試験カプセル

（美浜３号炉の例）

監視試験片の照射量：約50EFPY

設備利用率：63.2%（実績） 設備利用率80％（仮定）

暦年40年⇒25EFPY 25EFPY⇒暦年約31年



劣化状況評価 ②「原子炉容器の中性子照射脆化」（５）
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東海第二（BWR）における原子炉容器本体胴部（炉心領
域部）の中性子照射脆化に対する監視試験結果

美浜３号炉（PWR）原子炉容器本体胴部（炉心領域部）の
中性子照射脆化に対する監視試験結果

注：1021 n/m2 ＝ 1017 n/cm2

沸騰水型軽水炉（BWR）と加圧水型軽水炉（PWR）の中性子照射量を比較すると、その構造上の違い
等から沸騰水型軽水炉（BWR）の方が加圧水型軽水炉（PWR）に比べて１～２桁程度低い値となって
いる。
以下の東海第二（BWR）と美浜３号炉（PWR）を比較すると、東海第二が1017オーダーに対して美浜３
号炉では1019オーダーとなっている。
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劣化状況評価 ②「原子炉容器の中性子照射脆化」（６）

沸騰水型軽水炉（BWR）における加圧熱衝撃評価では、プラントごとに関連温度の初期値や関連
温度の移行量（脆化量）に差異はあるものの、破壊靱性値（KIC）は応力拡大係数（KI）に対して十
分な余裕があるものとなっている。

出典：第581回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成30年06月05日）資料１－４－１（000233358.pdf (ndl.go.jp)）を一部修正

破壊靱性値

応力拡大係数

PWRの例



原子炉の炉内構造物は、運転に伴う中性子照射量が一定の値を超えた場合、材料の組成、構造物にかかる応力、水
質・温度の環境の３つの条件が重なることにより、応力腐食割れが発生する可能性がある

• 中性子照射量や応力レベルの大きい炉内構造物
のステンレス鋼として、バッフルフォーマボルトを主
な対象として評価。
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劣化状況評価 ③「照射誘起型応力腐食割れ」（１）

＜主な要求事項＞
ステンレス鋼で中性子の照射量が多く、応力の高い構造物に対し、応力腐食割れが発生するかどうかを評価し、発生し
た場合を想定しても技術基準規則に適合すること

照射誘起型応力腐食割れの発生イメージ

応力腐食割れ

材料

応力

環境要因
（水質・温度）

中性子

高温水

ステンレス鋼

バッフルフォーマボルトの損傷予測結果

＜主な確認結果＞

照射誘起型応力腐食割れの発生予測方法に基づき、美浜３号炉のバッフルフォーマボルトの損傷予測を行った結
果、運転開始後６０年時点の損傷予測本数は、管理損傷ボルト本数（全体の20%）以下であったこと

管理損傷ボ
ルト本数

運転開始60年時点

（参考）炉内構造物取
替前の損傷予測

炉内構造物取替後の
損傷予測

現時点

美浜３号機は、今回の停止期間中に炉内構造物取替を予
定したため、取替後による評価を実施（評価時点では計画）

（美浜３号炉の例）

出典：第385回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成28年07月26日）資料３－３－１
（000158663.pdf (ndl.go.jp)）を一部修正



炉心バッフル
18

ステンレス鋼の照射誘起型応力腐食割れの可能性評価（美浜３号の例）

劣化状況評価 ③「照射誘起型応力腐食割れ」（２）

材料がステンレス鋼で、照射誘起型応力腐食割れ
の発生が考えられる中性子照射量の機器である炉
内構造物を抽出。

評価対象部位のうち中性子照射量と温度が最も大
きく、応力レベルが大きいことに加えて、海外での損
傷事例もあるバッフルフォーマボルトを評価部位と
して選定。

出典：第385回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成28年07月26日）資料３－３－１（000158663.pdf (ndl.go.jp)）を一部修正
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劣化状況評価 ③「照射誘起型応力腐食割れ」（３）

照射誘起型応力腐食割れ（IASCC）評価技術に関する報告書（（独）原子力安全基盤機構）を基に評
価を実施。
高浜１，２号炉では、運転開始60年時点でのバッフルフォーマボルトの予測損傷本数は管理損傷ボル
ト本数以下であることを確認。美浜３号炉においては炉内構造物取替を予定していることから損傷は
ないと評価。

出典：第278回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成27年09月29日）資料１－４（000124666.pdf (ndl.go.jp)）を一部修正

（高浜１、２号炉の例）

損傷予測

• バッフルフォーマボルトは点検が可能であり、これまでの国内での
点検結果として損傷が確認された事例はない。



１次冷却材管、弁・ポンプのケーシングに使用されている２相ステンレス鋼※は、原子炉の運転に伴い長期間高温にさら
されると材料の靱性（粘り強さ）が低下する
※２相ステンレス鋼：ステンレス鋼のうち、鋳造法で製造され、フェライト相とオーステナイト相の組織構造を有するもの
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劣化状況評価 ④「２相ステンレス鋼の熱時効」（１）

＜主な要求事項＞
原子炉施設で使用されている２相ステンレス鋼の熱時効（靱性低下）について、欠陥を想定した亀裂進展評価及び不安
定破壊評価にて、亀裂が進展しないこと

＜主な確認結果＞
熱時効による靱性低下が、使用年数によらずその材料の最大まで進行したと仮定した
・亀裂進展評価の結果、初期欠陥を想定して60年後の亀裂の進展を想定しても、亀裂は貫通まで至らないこと
・不安定破壊評価の結果、貫通欠陥を想定しても、欠陥が拡大することはないこと

亀裂進展評価 不安定破壊評価

６０年分の
進展予測結果

貫通想定
欠陥とする

欠陥が拡大
しないことを
確認

材料の熱時効が最大まで
進行したと仮定仮想欠陥

６０年分の
進展予測

亀裂が貫通
しないことを確認

加熱－冷却
等の応力
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き裂進展予測式
（JEAG4613-1998）

劣化状況評価 ④「２相ステンレス鋼の熱時効」（２）

配管内面に初期き裂があると仮定して、60年間に進展する量をき裂進展予測式に基づき算出し、き裂
が貫通しないことを確認。

亀裂進展評価

不安定破壊評価

評価対象部位の熱時効後の材料の破壊抵抗値（Jmat）
を予測モデルを用いて評価
通常運転状態の荷重や地震荷重から破壊力（Japp）を
算出

この両者を比較し、破壊力と破壊抵抗値の交点におい
て、破壊抵抗値の傾きが破壊力の傾きを上回っている
ことから不安定破壊に至らないと評価

出典：第385回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成28年07月26日）資料３－４－１（000158665.pdf (ndl.go.jp)）を一部修正

（美浜３号炉の例）

（美浜３号炉の例）
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＜主な確認結果＞
健全性評価の結果、電気計装設備は運転開始後60年まで、有意な絶縁低下が発生しないと評価されたこと

電気・計装設備は使用環境や設計基準事故、重大事故時の熱・放射線により絶縁性能が低下する可能性がある

劣化状況評価 ⑤「電気・計装設備の絶縁低下」（１）

＜主な要求事項＞
設計基準事故及び重大事故等で機能が要求される電気・計装設備は、健全性試験による評価の結果、有意な絶縁低
下が生じないこと

ケーブルの長期健全性試験手順（電気学会推奨案）

（美浜３号炉の例）



• IEEEの規格を根幹にした電気学会技術報告（電気学会推奨案）及び原子力安全基盤機構が取りまとめた
ケーブル経年劣化評価ガイド（ACAガイド）に基づき評価を実施

出典：第385回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成28年07月26日）資料３－５－１（ 000158667.pdf (ndl.go.jp)）及び資料３－５－２（ 000158668.pdf (ndl.go.jp)）を一部修正

実敷設環境での長期健全性評価結果（難燃PHケーブル）

⇒ ６０年以上の健全性を確認（評価結果を実布設環境に換算）

（注）６０年以上の健全性を確認できない場合（高浜１、２等）は、長期健全性評価結果の評価期間に至る前に当該ケーブルを取替えを実施
することを長期施設管理方針として定めている。
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ACA試験条件での長期健全性試験条件（難燃PHケーブル）

劣化状況評価 ⑤「電気・計装設備の絶縁低下」（２）

健全性試験の手順

通常運転時相当の事前劣化処理
（熱＋放射線照射による加速劣化）

事故時相当の放射線照射

事故時相当の蒸気暴露

判定試験（耐電圧試験）

試験結果から絶縁低下
に至る時間を算出

恒温槽内部
放射線源(コバルト60の線源を配置)

健全性試験の実施状況例（熱＋放射線照射）

（美浜３号炉の例）
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＜主な要求事項＞
コンクリート構造物の強度は、経年劣化事象の進行により設計強度を下回ることがないこと

コンクリートは、「熱」、「放射線」、「中性化」、「塩分浸透」、「機械振動」、「アルカリ骨材反応」、「凍結融解」等の経年劣
化事象により、強度が低下する可能性がある

＜主な確認結果＞

評価の結果、コンクリートの中性化深さは運転開始後６０年目においても、鉄筋が腐食し始める深さにならなかった
こと

また、中性化以外の劣化事象について特別点検の結果を踏まえ評価を行った結果、コンクリート構造物の強度は経
年劣化事象の進行により設計強度を下回らなかったこと

コンクリート

CO2

CO2CO2

CO2CO2

CO2
CO2

CO2

CO2

CO2CO2

CO2CO2

CO2
CO2

CO2

コンクリートコアより
中性化領域を測定

鉄筋腐食の
可能性を判断

評価の一例：中性化による強度低下

劣化状況評価 ⑥「コンクリート構造物の強度低下」（１）

現時点 運転開始後60年目

鉄筋

中性化領域

中性化の進行を予測

評価対象のコンクリート構造物



• 中性化速度式（特別点検による中性化深さの実測値、空気環境値などを入力）により、運転開始後６０年経過
時点の中性化深さ（最大中性化深さ推定値）を算出し、鉄筋が腐食し始める中性化深さと比較

⇒運転開始後60年経過時点における中性化深さが最大となる評価点において、鉄筋が腐食し始める時点の中性
化深さを下回っていることを確認

第385回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成28年07月26日）資料３－６－１を一部修正（ 000158669.pdf (ndl.go.jp)）

また、中性化の評価点の一部の近傍から採取したコアサンプルについて、特別点検において強度試験を行った結果、設計基
準強度を上回っていることを確認
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【中性化深さの推定式】

劣化状況評価 ⑥「コンクリート構造物の強度低下」（２）

【中性化の評価】

（美浜３号炉の例）



• 特別点検の塩化物イオン濃度の測定結果をもとに、拡散方程式等を用いて、運転開始後60年時点における
鉄筋腐食減量を算出、また、かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の鉄筋腐食減量を算出し、両者
を比較

⇒運転開始後６０年経過時点における鉄筋腐食減量は、かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の鉄筋
腐食減量を下回っていることを確認

第385回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成28年07月26日）資料３－６－１（ 000158669.pdf (ndl.go.jp)）及び資料３－６－２（ 000158670.pdf (ndl.go.jp)）を一部修正

また、塩分浸透の評価点の一部の近傍から採取したコアサンプルについて、特別点検において強度試験を行った結果、設計基準強度を
上回っていることを確認
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【塩分浸透の推定】
・拡散方程式によりコンクリート表面からの塩化物イオンの浸透を予測
・森永式によりコンクリートにひび割れが発生する腐食減量を予測することで、鉄筋の腐食減量の評価を実施

【塩分浸透の評価】

劣化状況評価 ⑥「コンクリート構造物の強度低下」（３）

（美浜３号炉の例）
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劣化状況評価 ⑦「耐震安全性評価」

＜主な確認結果＞
評価の結果、流れ加速型腐食を考慮しても、耐震上の許容応力を下回ること、それ以外の耐震安全性評価項目につ
いても、要求事項を満足したこと

＜主な要求事項＞
・これまでに評価した各種経年劣化事象を考慮した耐震評価の結果、耐震上の設計許容値を下回ること
・弁やポンプなど動的機能が要求される機器に対して、劣化を考慮しても、地震時に確認済み加速度以下であること
・劣化を考慮した燃料集合体の耐震評価の結果、相対変位と制御棒挿入時間が規定範囲にあること

• 炭素鋼配管のエルボ部、配管径変化部等の内部の流体が偏流する部位で、流速、温度条件等により配管の腐食
が発生する。

配管のエルボ部

配管径変化部 配管減肉の発生

評価の一例：流れ加速型腐食

【主給水配管での評価例（美浜３号炉の例）】
周方向および軸方向一様に必要最小肉厚まで減肉したと仮定
して、耐震評価を実施

出典：美浜発電所の運転期間延長認可申請書（3号発電用原子炉施設
の運転の期間延長）の補正申請（ 000163155.pdf (ndl.go.jp)）
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劣化状況評価 ⑦「耐津波安全性評価」

＜主な要求事項＞
経年劣化事象を考慮した機器・構造物について、津波時に発生する応力等を評価し、健全性を確保すること

美浜発電所の耐津波安全性評価対象設備

＜主な確認結果＞

日常的な点検を実施し、施設の健全性を確保することにより、津波が発生した場合においても浸水防護施設が機
能すること

出典：第403回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成28年09月20日）資料１－２－１（000164173.pdf (ndl.go.jp)）

美浜発電所の耐津波安全性評価結果

（評価例）

鉄骨構造物の腐食については、日常劣化管理事象で
あり、耐津波安全評価として組み合わせたとしても、そ
の劣化の影響は構造・強度上及び止水性上「軽微もし
くは無視」できるものと評価
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保守管理に関する方針

＜主な要求事項＞
原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技術的な評価の結果、要求事項に適合しない場合には、延長しようとする
期間における原子炉その他の設備についての保守管理に関する方針の実施を考慮した上で、延長しようとする期間に
おいて、要求事項に適合すること。

（高浜１号炉の例）

出典：高浜発電所の運転期間延長認可申請書（１号発電用原子炉施設
の運転の期間延長）の補正申請（000148930.pdf (ndl.go.jp)）

（東海第二の例）

出典：東海第二発電所の運転期間延長認可申請の一部補正
（000250026.pdf (ndl.go.jp)）



背景
環境団体の異議申立てに対して、NRCは認可再更新（SLR）の国家環境政策法（NEPA）に関する３つの
命令 （CLI-22-02,03,04）等を発行。現状の一般環境影響声明書（GEIS）は、認可再更新を扱っていない
と判断。
当該命令等を踏まえ、これまでは認可再更新の際は１回目の認可更新時と同じGEISで良いとされてい
たが、既存のGEISは不十分とし、GEISを更新することとした（ 10 CFR 51.53 及び NUREG-1437 の改正が
必要）。

（参考）米国における認可再更新申請の環境影響評価

主な改正内容
10 CFR 51.53 (c)(3)

For those applicants seeking a an initial renewed license and holding an operating license, construction 
permit, or combined license as of June 30, 1995, the environmental report shall include the information 
required in paragraph (c)(2) of this section subject to the following conditions and considerations:

（和訳）
最初の認可更新を求める申請者で、1995 年 6 月 30 日時点で運転認可、建設許可、または一括認可（COL）を有するものに
ついては、以下の条件及び考慮事項に基づいて、本節(c)(2)で求められる情報を環境報告書に含めるものとする。

NUREG-1437
最新の知見を踏まえて内容を更新（「温室効果ガスの気候変動への影響」、その他形式的な修正）

NRCの対応状況
既に承認したTurkey Pont 3/4、Peach Bottom 2/3 の再更新認可は保留とし、更新したGEISを承認した
後に、新しいGEISに基づき、再更新認可を復活できることとした。
2023年1月23日、NRCは10 CFR 51の改定規則案（SECY-22-0109）、GEISの改正案（NUREG-1437 Draft 
Revision2） を承認。両方について、今後、公衆意見募集を実施予定。
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